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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動通信ネットワークに個別チャネル確立要求メッセージを送信し、かつ前記移動通信
ネットワークから前記個別チャネル確立要求メッセージに応答して通知される個別チャネ
ル確立用パラメータを用いて個別チャネルを確立すると共に、前記個別チャネル確立用パ
ラメータに含まれる送信開始タイミングに基づいて前記移動通信ネットワークに個別チャ
ネル確立完了メッセージを送信する制御部を備える無線通信端末であって、
　前記制御部が、
　　前記移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メッ
セージが送信されたとき、該個別チャネル確立完了メッセージを再送すると共に該再送し
た旨を記憶部に記憶させ、
　　次回の個別チャネル確立完了メッセージを送信するとき、前記個別チャネル確立完了
メッセージの再送が行なわれていた場合には、前記送信開始タイミングが所定値を超えて
いるか否かを判定し、
　　前記判定の結果に応じて、前記送信開始タイミングに所定の遅延時間を付加する送信
開始タイミング調整処理及び前記個別チャネル確立用パラメータに含まれる送信電力レベ
ルに所定の追加電力レベルを付加する送信電力レベル調整処理を切り替えて実行する、
　ことを特徴とする無線通信端末。
【請求項２】
　前記個別チャネル確立完了メッセージを再送した旨を記憶する前記記憶部を更に備え、
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　前記制御部は、前記個別チャネル確立完了メッセージの再送が行われていたか否かを前
記記憶部に記憶されている情報に基づき判定する、
　ことを特徴とする請求項１記載の無線通信端末。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記記憶部に記憶されている前記個別チャネル確立完了メッセージを再送した回数に対
応して、前記所定の遅延時間を増加させる、
　ことを特徴とする請求項２記載の無線通信端末。
【請求項４】
　移動通信ネットワークに個別チャネル確立要求メッセージを送信し、かつ前記移動通信
ネットワークから前記個別チャネル確立要求メッセージに応答して通知される個別チャネ
ル確立用パラメータを用いて個別チャネルを確立すると共に、前記個別チャネル確立用パ
ラメータに含まれる送信開始タイミングに基づいて前記移動通信ネットワークに個別チャ
ネル確立完了メッセージを送信する無線通信端末に用いられる送信機能調整方法であって
、
　前記移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メッセ
ージが送信されたとき、該個別チャネル確立完了メッセージを再送すると共に該再送した
旨を記憶部に記憶させ、
　次回の個別チャネル確立完了メッセージを送信するとき、前記個別チャネル確立完了メ
ッセージの再送が行なわれていた場合には、前記送信開始タイミングが所定値を超えてい
るか否かを判定し、
　　前記判定の結果に応じて、前記送信開始タイミングに所定の遅延時間を付加すること
、及び、前記個別チャネル確立用パラメータに含まれる送信電力レベルに所定の追加電力
レベルを付加することを切り替えて実行する、
　ことを含む送信機能調整方法。
【請求項５】
　記憶されている前記個別チャネル確立完了メッセージを再送した回数に対応して、前記
所定の遅延時間を増加させる、
　ことを更に含む請求項４記載の送信機能調整方法。
【請求項６】
　コンピュータに請求項１から３のいずれか１項に記載の前記制御部を実現させるための
送信機能制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、無線通信端末、該無線通信端末に用いられる送信機能調整方法及び送信機
能制御プログラムに係り、特に、第３世代の移動通信システムの仕様に対応するための３
ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）規格に準拠した携帯電話機などに適用し
て好適な無線通信端末、該無線通信端末に用いられる送信機能調整方法及び送信機能制御
プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、第３世代の移動体通信手段としてＷ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division Multi
ple Access）などの方式を用いた通信システムが開発され、携帯電話機などの無線通信端
末に対して、移動通信ネットワークから音声通信やパケット通信などのサービスが提供さ
れている。
【０００３】
　この種の通信システムは、従来では、たとえば図８に示すように、携帯電話機１と、同
携帯電話機１に無線接続される無線基地局２などを有する移動通信ネットワークＮＷから
なっている。
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【０００４】
　移動通信ネットワークＮＷは、上記無線基地局２、図示しない移動通信制御局、在圏移
動通信交換局、関門移動通信交換局、及び通常の電話回線などから構成されている。
【０００５】
　この通信システムでは、携帯電話機１を利用するユーザは、音声通信やパケット通信な
どのサービスを受けたいとき、同携帯電話機１から移動通信ネットワークＮＷに対して、
個別チャネル確立要求メッセージを送信する（フェーズＡ）。
【０００６】
　移動通信ネットワークＮＷは、携帯電話機１から送信された個別チャネル確立要求メッ
セージＡに対応して、個別チャネルを確立するための複数の設定パラメータ（個別チャネ
ル確立用パラメータ）を携帯電話機１に通知する（フェーズＢ）。
【０００７】
　携帯電話機１では、通知された個別チャネル確立用パラメータを用いて、個別チャネル
の接続が確立され、所定のメッセージの送信が開始される（フェーズＣ）。これにより、
携帯電話機１のユーザに対して、音声通信やパケット通信などのサービスが提供される。
【０００８】
　図９は、図８中の携帯電話機１と移動通信ネットワークＮＷとの間でやり取りされる３
ＧＰＰの通信仕様ＴＳ２５．３３１に基づくレイヤ（Ｌａｙｅｒ、階層）３レベルの音声
発信シーケンスを示す図である。
【０００９】
　同図９に示すように、携帯電話機１から音声通信サービスを要求するための個別チャネ
ル確立要求メッセージ（rrc Connection Request）が発せられると、同携帯電話機１と移
動通信ネットワークＮＷとの間で第一の個別チャネルが確立され、同携帯電話機１と移動
通信ネットワークＮＷとの間で、同携帯電話機１の固体識別（measurement Control）、
認証（security Mode Command，security Mode Complete）などの制御データがやり取り
される。
【００１０】
　次に、携帯電話機１と移動通信ネットワークＮＷとの間で、実際の音声データのやり取
りのため、第二の個別チャネルが確立され、音声通信サービスが提供されている間、同第
二の個別チャネルが維持され、音声通信サービスが確立される。
【００１１】
　上記第一の個別チャネルの確立では、移動通信ネットワークＮＷから、［１］rrc （ra
dio resource control、無線資源管理）Connection Setupメッセージを用いることにより
、携帯電話機１に第一の個別チャネルを確立するための複数の設定パラメータが通知され
る。
【００１２】
　これに対して、携帯電話機１から、［２］rrc Connection Setup complete メッセージ
を返信する際、第一の個別チャネルによる送信が開始され、同第一の個別チャネルが確立
される。
【００１３】
　また、上記第二の個別チャネルの確立では、移動通信ネットワークＮＷから、［３］ra
dio Bearer Setupメッセージを用いることにより、携帯電話機１に第二の個別チャネルを
確立するための複数の設定パラメータが通知される。
【００１４】
　これらの設定パラメータは、音声やパケットなどのデータ送受信用個別チャネルに対応
している。携帯電話機１では、通知された複数の設定パラメータを用い、第二の個別チャ
ネルによる送信が開始され、第二の個別チャネルが確立される。
【００１５】
　この場合、第二の個別チャネルによる送信タイミングは、移動通信ネットワークＮＷか
ら携帯電話機１に、既に確立されている第一の個別チャネルを用いて通知される。
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【００１６】
　図１０は、図９中の［１］ Setupメッセージの受信乃至［２］rrc Connection Setup c
omplete メッセージの送信の期間におけるレイヤ１レベルの携帯電話機１の動作を説明す
るシーケンス図である。
【００１７】
　携帯電話機１は、同図１０に示すように、移動通信ネットワークＮＷから受信した［１
］rrc Connection Setupメッセージに含まれる第一の個別チャネルを確立するための設定
パラメータをレイヤ（Ｌａｙｅｒ）１に設定する。
【００１８】
　３ＧＰＰの通信仕様では、携帯電話機１から第一の個別チャネルによるデータ送信が行
われるタイミングは、rrc Connection Setupメッセージ内のパラメータ［PC（Packet Com
bining） preamble （０～７０ｍｓｅｃ）及びSRB （Source Routing Bridging ）delay 
（０～７０ｍｓｅｃ）］で規定されているため、これらの２つのパラメータ［PC Preambl
e ＋SRB delay ］で算出される時間となる。
【００１９】
　パラメータ［PC Preamble ］の期間では、個別制御チャネルのパイロット（Ｐｉｌｏｔ
）ビットのみが送信され、パラメータ［SRB delay ］の期間では、第一の個別チャネルに
よるデータ送信が行われない。
【００２０】
　なお、パラメータ［PC Preamble ＋SRB delay ］に基づいて算出される時間は、携帯電
話機１から第一の個別チャネルにより送信されるデータを移動通信ネットワークＮＷ側で
受信する際に必要とする時間である。
【００２１】
　上記の無線通信端末の他、従来、この種の技術としては、たとえば、次のような文献に
記載されたものがある。
【００２２】
　特許文献１に記載されたスペクトラム拡散通信システムでは、従局が主局から送信され
た下り方向の基準信号に基づいてフレーム同期をとり、このフレーム同期に基づいて上り
方向の制御信号を送出し、主局が下り方向の制御信号と上り方向の制御信号との関係から
無線区間における伝搬遅延時間を求め、従局がフレーム同期信号に同期して上りデータ信
号を送出し、主局が同伝搬遅延時間に応じたタイミングで同上りデータ信号を受信する。
【００２３】
　また、従局が主局から送信された上り方向の基準信号に基づいてフレーム同期をとり、
このフレーム同期に基づいて上り方向の制御信号を送出し、主局が下り方向の制御信号と
上り方向の制御信号との関係から無線区間における伝搬遅延時間を求め、同伝搬遅延時間
の情報を下りのチャネルを通して従局に伝え、同従局が伝搬遅延時間に応じたタイミング
で上りデータ信号を送出し、主局が同上りデータ信号を受信する。
【００２４】
　これにより、伝送路で大きな遅延をもつ場合においても、ハードウェア規模の大きな増
大なしに長周期の拡散符号の高速同期が可能となる。
【００２５】
　特許文献２に記載された通信制御方法では、移動局により、パケット受信中に、パケッ
ト送信基地局からの下り個別チャネルに含まれる送信電力制御情報のみに基づいて上り個
別チャネルの送信電力制御が行われる。
【特許文献１】特開２０００－１１５０２９号公報（請求項１、５）
【特許文献２】特開２００４－００７０３０号公報（請求項１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２６】
　しかしながら、上記従来の無線通信端末では、次のような問題点があった。
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【００２７】
　すなわち、図１０中のパラメータ［PC Preamble ＋SRB delay ］で算出される時間が、
移動通信ネットワークＮＷ側の調整不備などによって適切な値よりも短く設定されている
場合、同移動通信ネットワークＮＷにおける第一の個別チャネルの受信準備ができていな
い状態で、携帯電話機１から第一の個別チャネルによるデータ送信が行われることがある
。
【００２８】
　このため、携帯電話機１から無駄なデータ送信が行われ、移動通信ネットワークＮＷ側
の負荷が増大すると共に、無線資源が浪費されるという問題点がある。
【００２９】
　また、特許文献１に記載されたスペクトラム拡散通信システムは、主局により無線区間
における伝搬遅延時間が求められようになっているものであり、この発明とは構成が異な
っている。
【００３０】
　特許文献２に記載された通信制御方法では、パケット送信基地局からの下り個別チャネ
ルに含まれる送信電力制御情報のみに基づいて上り個別チャネルの送信電力制御が行われ
、この発明とは構成が異なっている。
【００３１】
　この発明は、上述の事情に鑑みてなされたもので、移動通信ネットワークの負荷が低減
され、上りの無線通信資源が節約される無線通信端末、該無線通信端末に用いられる送信
機能調整方法及び送信機能制御プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　上記課題を解決するために、第１態様に係る発明は、移動通信ネットワークに個別チャ
ネル確立要求メッセージを送信し、かつ前記移動通信ネットワークから前記個別チャネル
確立要求メッセージに応答して通知される個別チャネル確立用パラメータを用いて個別チ
ャネルを確立すると共に、前記個別チャネル確立用パラメータに含まれる送信開始タイミ
ングに基づいて前記移動通信ネットワークに個別チャネル確立完了メッセージを送信する
制御部を備える無線通信端末に関する。第１態様に係る無線通信端末では、前記制御部が
、前記移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メッセ
ージが送信されたとき、該個別チャネル確立完了メッセージを再送すると共に該再送した
旨を記憶部に記憶させ、次回の個別チャネル確立完了メッセージを送信するとき、前記個
別チャネル確立完了メッセージの再送が行なわれていた場合には、前記送信開始タイミン
グが所定値を超えているか否かを判定し、この判定結果に応じて、前記送信開始タイミン
グに所定の遅延時間を付加する送信開始タイミング調整処理及び前記個別チャネル確立用
パラメータに含まれる送信電力レベルに所定の追加電力レベルを付加する送信電力レベル
調整処理を切り替えて実行することを特徴としている。
【００３３】
　第２態様に係る発明は、移動通信ネットワークに個別チャネル確立要求メッセージを送
信し、かつ前記移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立要求メッセージに応答し
て通知される個別チャネル確立用パラメータを用いて個別チャネルを確立すると共に、前
記個別チャネル確立用パラメータに含まれる送信開始タイミングに基づいて前記移動通信
ネットワークに個別チャネル確立完了メッセージを送信する無線通信端末に用いられる送
信機能調整方法に関する。第２態様に係る送信機能調整方法では、前記移動通信ネットワ
ークから前記個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メッセージが送信されたとき、
該個別チャネル確立完了メッセージを再送すると共に該再送した旨を記憶部に記憶させ、
次回の個別チャネル確立完了メッセージを送信するとき、前記個別チャネル確立完了メッ
セージの再送が行なわれていた場合には、前記送信開始タイミングが所定値を超えている
か否かを判定し、前記判定の結果に応じて、前記送信開始タイミングに所定の遅延時間を
付加すること、及び、前記個別チャネル確立用パラメータに含まれる送信電力レベルに所
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定の追加電力レベルを付加することを切り替えて実行する、ことを含む。
【００３４】
　本発明の他の態様として、コンピュータに上記制御部を実現させる送信機能制御プログ
ラムであってもよい。
【発明の効果】
【００３５】
　この発明の構成によれば、移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立完了メッセ
ージの再送要求メッセージが送信されたとき、送信開始タイミング調整手段により、同個
別チャネル確立完了メッセージが再送されると共に再送した旨が記憶され、次回の個別チ
ャネル確立完了メッセージが送信されるとき、送信開始タイミングに所定の遅延時間が付
加されるので、以後、個別チャネル確立完了メッセージの再送が抑制される。このため、
無駄な上りのメッセージの再送を低減でき、移動通信ネットワークにおけるデータ処理を
低減できるので、同移動通信ネットワークの負荷を低減できると共に、上りの無線資源を
節約できる。また、遅延時間設定手段により、記憶手段に記憶されている個別チャネル確
立完了メッセージを再送した回数に対応して、遅延時間が増加されるので、個別チャネル
の送信開始タイミングを調整した後に、さらに再送要求が発生する場合でも、円滑に対応
できる。また、移動通信ネットワークから個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メ
ッセージが送信されたとき、送信電力レベル調整手段により、同個別チャネル確立完了メ
ッセージが再送されると共に再送した旨が記憶され、次回の個別チャネル確立完了メッセ
ージが送信されるとき、送信電力レベルに所定の追加電力レベルが付加される。このため
、移動通信ネットワークから通知されるパラメータが適切でも、劣悪な無線通信環境によ
り個別チャネル確立完了メッセージの再送が発生する場合に、円滑に対応でき、再送を抑
制できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形
態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
【図１】この発明の第１の実施例である無線通信端末の要部の電気的構成を示すブロック
図である。
【図２】携帯電話機の制御部が有するレイヤ（階層）別の処理機能を示す図である。
【図３】図２に示す処理機能を有する携帯電話機の動作を説明するフローチャートである
。
【図４】この発明の第２の実施例である携帯電話機の制御部が有するレイヤ別の処理機能
を示す図である。
【図５】図４に示す処理機能を有する携帯電話機の動作を説明するフローチャートである
。
【図６】この発明の第３の実施例である携帯電話機の制御部が有するレイヤ別の処理機能
を示す図である。
【図７】図６に示す処理機能を有する携帯電話機の動作を説明するフローチャートである
。
【図８】従来の通信システムの構成図である。
【図９】図８中の携帯電話機と移動通信ネットワークＮＷとの間のやり取りを表すシーケ
ンス図である。
【図１０】携帯電話機の動作を説明するシーケンス図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３７】
　移動通信ネットワークから不適切な個別チャネル確立用パラメータを通知してきたとき
、再送要求メッセージに基づいて不適切なパラメータを受信したことを判定し、個別デー
タチャネルによる送信タイミングや送信電力などを適切に調整する無線通信端末、同無線
通信端末に用いられる送信機能調整方法及び送信機能制御プログラムを提供する。
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【実施例１】
【００３８】
　図１は、この発明の第１の実施例である無線通信端末の要部の電気的構成を示すブロッ
ク図である。
【００３９】
　この例の無線通信端末は、同図に示すように、携帯電話機１０であり、無線部１１と、
アンテナ１１ａと、ベースバンド部１２と、制御部１３と、表示・操作部１４と、ＲＯＭ
（Read Only Memory）１５と、ＲＡＭ（Random Access Memory）１６とから構成されてい
る。
【００４０】
　無線部１１は、アンテナ１１ａを介して無線基地局２０と無線接続され、制御部１３の
制御に基づいて、ベースバンド部１２から入力される信号を同無線基地局２０に電波Ｗに
より送信すると共に、同無線基地局２０から送信される信号を検索及び受信してベースバ
ンド部１２に送出する。
【００４１】
　無線基地局２０は、図示しない移動通信制御局、在圏移動通信交換局及び関門移動通信
交換局を介して一般電話回線網に接続されている。
【００４２】
　また、これらの無線基地局２０、移動通信制御局、在圏移動通信交換局、関門移動通信
交換局及び一般電話回線網により、移動通信ネットワークＮＷが構成されている。
【００４３】
　ベースバンド部１２は、制御部１３により指定されるデータのベースバンド処理を行っ
た後に無線部１１に出力し、同無線部１１から入力される信号のベースバンド処理を行う
。
【００４４】
　表示・操作部１４は、たとえば液晶表示装置及びキースイッチなどで構成され、制御部
１３の制御に基づいて、ユーザに対して各データの表示を行うと共に、ユーザが入力した
操作内容に対応した信号を同制御部１３に送出する。
【００４５】
　制御部１３は、携帯電話機１０全体を制御するＣＰＵ（中央処理装置）１３ａを有し、
ＲＯＭ１５は、同ＣＰＵ１３ａを動作させるための送信機能制御プログラムが記録されて
いる。
【００４６】
　この制御部１３は、上記送信機能制御プログラムに基づいて、移動通信ネットワークＮ
Ｗに個別チャネル確立要求メッセージを送信し、かつ同移動通信ネットワークＮＷから同
個別チャネル確立要求メッセージに応答して通知される個別チャネル確立用パラメータを
用いて個別チャネルを確立すると共に同個別チャネル確立用パラメータに含まれる送信開
始タイミングに基づいて同移動通信ネットワークＮＷに個別チャネル確立完了メッセージ
を送信する。
【００４７】
　特に、この実施例では、制御部１３は、パラメータ［PC Preamble ＋SRB delay ］が移
動通信ネットワークＮＷ側の調整不備などによって適切な値よりも短く設定されている場
合、送信した個別チャネル確立完了メッセージが同移動通信ネットワークＮＷで受信され
ず、同移動通信ネットワークＮＷから個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メッセ
ージが送信されたとき、同個別チャネル確立完了メッセージを再送すると共に、この再送
した旨をＲＡＭ１６に記憶させ、次回の個別チャネル確立完了メッセージを送信するとき
、ＲＡＭ１６に上記個別チャネル確立完了メッセージを再送した旨が記憶されている場合
、上記送信開始タイミングに所定の遅延時間を付加する。この遅延時間は、ＲＯＭ１５に
格納されている。
【００４８】
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　図２は、携帯電話機１０の制御部１３が有するレイヤ（階層）別の処理機能を示す図で
ある。
【００４９】
　レイヤは、同図２に示すように、レイヤ３、レイヤ２及びレイヤ１で構成されている。
【００５０】
　レイヤ３では、移動通信ネットワークＮＷから送信されるrrc Connection Setupメッセ
ージ（個別チャネル確立用パラメータ、ＤＰＣＨ、Dedicated Physical Channel）を解釈
（すなわち、復調）し、レイヤ２に通知する。
【００５１】
　レイヤ２では、前回の通信時に、個別チャネルを確立する際、rrc Connection Setup c
omplete メッセージ（個別チャネル確立完了メッセージ）の再送が行われていたか否かを
判定すると共に、個別チャネル設定に必要なパラメータをレイヤ１に通知する。
【００５２】
　レイヤ１では、レイヤ２からの判定に従って、再送がなかった場合（Case１）、パラメ
ータ［PC Preamble ＋SRB delay ］のタイミング（ｗａｉｔ、待ち時間）で、個別チャネ
ル（ＤＰＤＣＨ、Dedicated Physical Data Channel ）での送信を開始する。
【００５３】
　再送があった場合（Case２）、ＲＯＭ１５に記憶されている遅延時間Ｔ１を用い、パラ
メータ［PC Preamble ＋SRB delay ］＋遅延時間Ｔ１のタイミング（ｗａｉｔ、待ち時間
）で個別チャネル（ＤＰＤＣＨ）での送信を開始する。
【００５４】
　図３は、図２に示す処理機能を有する携帯電話機１０の動作を説明するフローチャート
である。
【００５５】
　この図を参照して、この例の携帯電話機１０に用いられる送信機能調整方法の処理内容
について説明する。
【００５６】
　この携帯電話機１０では、移動通信ネットワークＮＷに個別チャネル確立要求メッセー
ジが送信され、かつ同移動通信ネットワークＮＷから同個別チャネル確立要求メッセージ
に応答して通知される個別チャネル確立用パラメータを用いて個別チャネルが確立される
と共に同個別チャネル確立用パラメータに含まれる送信開始タイミングに基づいて同移動
通信ネットワークＮＷに個別チャネル確立完了メッセージが送信される。
【００５７】
　そして、移動通信ネットワークＮＷから個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メ
ッセージが送信されたとき、同個別チャネル確立完了メッセージが再送されると共に再送
した旨が記憶され、次回の個別チャネル確立完了メッセージが送信されるとき、上記送信
開始タイミングに所定の遅延時間が付加される。
【００５８】
　すなわち、図３に示すように、ステップＡ１では、携帯電話機１０から移動通信ネット
ワークＮＷへ個別チャネルの確立要求メッセージが送信される。次に、ステップＡ２では
、前回の通信時に、個別チャネル確立時にrrc Connection Setup Complete （個別チャネ
ル確立完了メッセージ）の再送が行われたか否かが判定され、再送が行われていたとき（
ＹＥＳ）、ステップＡ３へ進む。
【００５９】
　ステップＡ３では、個別チャネルでの送信タイミングに、ＲＯＭ１５に格納されている
所定の遅延時間Ｔ１が付加され、パラメータ［PC Preamble＋SRB delay ］＋遅延時間Ｔ
１のタイミングで個別チャネル（ＤＰＤＣＨ）での送信が開始される。これにより、以後
、個別チャネル確立完了メッセージの再送が行われることがない。
【００６０】
　また、ステップＡ２において、再送が行われていなかったとき（ＮＯ）、ステップＡ４
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へ進む。ステップＡ４では、移動通信ネットワークＮＷからの通知に基づいて、パラメー
タ［PC Preamble ＋SRB delay ］のタイミングで個別チャネル（ＤＰＤＣＨ）での送信が
開始される。
【００６１】
　以上のように、この第１の実施例では、携帯電話機１０から移動通信ネットワークＮＷ
へ個別チャネルの確立要求メッセージが送信され、前回の通信時に、個別チャネル確立時
に個別チャネル確立完了メッセージの再送が行われたか否かが判定され、再送が行われて
いたとき、個別チャネルによる送信タイミングに、所定の遅延時間Ｔ１が付加され、パラ
メータ［PC Preamble ＋SRB delay ］＋遅延時間Ｔ１のタイミングで個別チャネルによる
送信が開始される。
【００６２】
　これにより、以後、個別チャネル確立完了メッセージの再送が抑制される。このため、
無駄な上りのメッセージの再送が低減され、移動通信ネットワークＮＷにおけるデータ処
理が低減されるので、上りの無線資源の節約が可能になる。
【実施例２】
【００６３】
　図４は、この発明の第２の実施例である携帯電話機１０の制御部１３が有するレイヤ別
の処理機能を示す図である。
【００６４】
　この例の制御部１３では、個別チャネル確立完了メッセージを再送した旨がＲＡＭ１６
に記憶されている場合、再送した回数ｎに対応して、送信開始タイミングに付加する遅延
時間を増加する構成とされている。
【００６５】
　すなわち、同図４に示すように、レイヤ１では、レイヤ２からの判定に従って、再送が
あった場合（Case２）、ＲＯＭ１５に記憶されている遅延時間Ｔ１を用い、パラメータ［
PC Preamble ＋SRB delay ］＋遅延時間Ｔｎ（ただし、Ｔｎ＞Ｔ１、たとえば、Ｔｎ＝Ｔ
１×再送した回数）のタイミングで個別チャネル（ＤＰＤＣＨ）での送信を開始する。
【００６６】
　この例の携帯電話機１０に用いられる送信機能調整方法では、ＲＡＭ１６に記憶されて
いる個別チャネル確立完了メッセージを再送した旨の回数に対応して、送信開始タイミン
グに付加される遅延時間が増加される。
【００６７】
　すなわち、図５に示すように、ステップＢ１，Ｂ２において、上記第１の実施例を示す
図３中のステップＡ１，Ａ２と同様の処理が行われ、ステップＢ３において、個別チャネ
ル確立完了メッセージを再送した回数ｎに対応して、送信開始タイミングに付加する遅延
時間が増加され、パラメータ［PC Preamble ＋SRB delay ］＋遅延時間Ｔｎのタイミング
で個別チャネル（ＤＰＤＣＨ）での送信が開始される。
【００６８】
　これにより、個別チャネルの送信開始タイミングを調整した後、さらに再送要求が発生
する場合でも、円滑に対応できる。また、ステップＢ４において、図３中のステップＡ４
と同様の処理が行われる。
【実施例３】
【００６９】
　図６は、この発明の第３の実施例である携帯電話機１０の制御部１３が有するレイヤ別
の処理機能を示す図である。
【００７０】
　この例の制御部１３では、個別チャネル確立完了メッセージを再送した旨がＲＡＭ１６
に記憶されている場合、次回の個別チャネル確立完了メッセージを送信するとき、送信電
力レベルに所定の追加電力レベルを付加することにより、送信電力レベルを適切な値に調
整する構成とされている。
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【００７１】
　この所定の追加電力レベルは、ＲＯＭ１５に記憶されている。すなわち、同図６に示す
ように、レイヤ１では、レイヤ２からの判定に従って、個別チャネル確立完了メッセージ
の再送があり、かつパラメータ［PC Preamble ＋SRB delay ］が、予め設定された適切値
よりも大きくない場合（Case２）、第１の実施例と同様に、ＲＯＭ１５に記憶されている
遅延時間Ｔ１を用い、パラメータ［PC Preamble ＋SRB delay ］＋遅延時間Ｔ１のタイミ
ング（ｗａｉｔ、待ち時間）で個別チャネル（ＤＰＤＣＨ）による送信を開始する。
【００７２】
　また、個別チャネル確立完了メッセージの再送があり、かつパラメータ［PC Preamble 
＋SRB delay ］が上記適切値よりも大きい場合（Case３）、初期送信電力をネットワーク
設定値＋追加電力として個別チャネル（ＤＰＤＣＨ）による送信を行う。
【００７３】
　この例の携帯電話機１０に用いられる送信機能調整方法では、移動通信ネットワークＮ
Ｗに個別チャネル確立要求メッセージが送信され、かつ同移動通信ネットワークＮＷから
通知される個別チャネル確立用パラメータを用いて個別チャネルが確立されると共に同個
別チャネル確立用パラメータに含まれる送信電力レベルに基づいて同移動通信ネットワー
クＮＷに個別チャネル確立完了メッセージが送信される。
【００７４】
　そして、移動通信ネットワークＮＷから個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メ
ッセージが送信されたとき、同個別チャネル確立完了メッセージが再送されると共に再送
した旨が記憶され、次回の個別チャネル確立完了メッセージが送信されるとき、上記送信
電力レベルに所定の追加電力レベルが付加される。
【００７５】
　すなわち、図７に示すように、ステップＣ１，Ｃ２，Ｃ５において、図３中のステップ
Ａ１，Ａ２，Ａ４と同様の処理が行われ、ステップＣ３において、個別チャネル確立完了
メッセージの再送があり、かつパラメータ［PC Preamble ＋SRB delay ］が、予め設定さ
れた適切値Ｔ０よりも大きくない場合（ＮＯ）、ステップＣ６に進み、第１の実施例と同
様に、ＲＯＭ１５に記憶されている遅延時間Ｔ１を用い、パラメータ［PC Preamble ＋SR
B delay ］＋遅延時間Ｔ１のタイミングで個別チャネル（ＤＰＤＣＨ）による送信を開始
する。
【００７６】
　一方、個別チャネル確立完了メッセージの再送があり、かつパラメータ［PC Preamble
＋SRB delay ］が適切値Ｔ０よりも大きい場合（ＹＥＳ）、ステップＣ４に進み、個別チ
ャネル（ＤＰＤＣＨ）による初期送信電力をネットワーク設定値＋追加電力として送信を
行う。
【００７７】
　これにより、移動通信ネットワークＮＷから通知されるパラメータ［PC Preamble 及び
SRB delay ］が適切でも、劣悪な無線通信環境により個別チャネル確立完了メッセージ（
rrc Connection Setup Complete ）の再送が発生してしまう場合に、円滑に対応でき、再
送を抑制できる。
【００７８】
　以上、この発明の実施例を図面により詳述してきたが、具体的な構成は同実施例に限ら
れるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変更などがあっても、この
発明に含まれる。
【００７９】
　たとえば、上記各実施例では、無線通信端末１０は携帯電話機であるが、たとえば、Ｐ
ＤＡ（Personal Digital Assistants ）や固定無線端末などでも良い。また、第２の実施
例では、遅延時間Ｔｎは、Ｔ１×再送した回数に限定されず、Ｔｎ＞Ｔ１であれば良い。
また、第２の実施例と第３の実施例とを組み合わせても良い。これにより、さらに個別チ
ャネル確立完了メッセージの再送が抑制される。
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【産業上の利用可能性】
【００８０】
　この発明は、携帯電話機、ＰＨＳ（Personal Handyphone System）、ＰＤＡなど、移動
通信ネットワークＮＷと無線接続されて相手側とデータ送受信を行う無線通信端末全般に
適用でき、特に、無線基地局との間の無線通信環境の劣化などが発生する場所で用いて有
効である。
【００８１】
　（付記１）移動通信ネットワークに個別チャネル確立要求メッセージを送信し、かつ前
記移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立要求メッセージに応答して通知される
個別チャネル確立用パラメータを用いて個別チャネルを確立すると共に、前記個別チャネ
ル確立用パラメータに含まれる送信開始タイミングに基づいて前記移動通信ネットワーク
に個別チャネル確立完了メッセージを送信する無線通信端末であって、
　前記移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メッセ
ージが送信されたとき、該個別チャネル確立完了メッセージを再送すると共に該再送した
旨を記憶し、次回の個別チャネル確立完了メッセージを送信するとき、前記送信開始タイ
ミングに所定の遅延時間を付加する送信開始タイミング調整手段が設けられていることを
特徴とする無線通信端末。
【００８２】
　（付記２）前記送信開始タイミング調整手段は、
　前記個別チャネル確立完了メッセージを再送した旨を記憶する記憶手段と、
　該記憶手段に前記個別チャネル確立完了メッセージを再送した旨が記憶されている場合
、次回の個別チャネル確立完了メッセージを送信するとき、前記送信開始タイミングに前
記遅延時間を付加する遅延時間設定手段とを備えてなることを特徴とする付記１記載の無
線通信端末。
【００８３】
　（付記３）前記遅延時間設定手段は、
　前記記憶手段に記憶されている前記個別チャネル確立完了メッセージを再送した回数に
対応して、前記遅延時間を増加する構成とされていることを特徴とする付記２記載の無線
通信端末。
【００８４】
　（付記４）移動通信ネットワークに個別チャネル確立要求メッセージを送信し、かつ前
記移動通信ネットワークから個別チャネル確立要求メッセージに応答して通知される個別
チャネル確立用パラメータを用いて個別チャネルを確立すると共に、前記個別チャネル確
立用パラメータに含まれる送信電力レベルに基づいて前記移動通信ネットワークに個別チ
ャネル確立完了メッセージを送信する無線通信端末であって、
　前記移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メッセ
ージが送信されたとき、該個別チャネル確立完了メッセージを再送すると共に該再送した
旨を記憶し、次回の個別チャネル確立完了メッセージを送信するとき、前記送信電力レベ
ルに所定の追加電力レベルを付加する送信電力レベル調整手段が設けられていることを特
徴とする無線通信端末。
【００８５】
　（付記５）移動通信ネットワークに個別チャネル確立要求メッセージを送信し、かつ前
記移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立要求メッセージに応答して通知される
個別チャネル確立用パラメータを用いて個別チャネルを確立すると共に、前記個別チャネ
ル確立用パラメータに含まれる送信開始タイミングに基づいて前記移動通信ネットワーク
に個別チャネル確立完了メッセージを送信する無線通信端末に用いられる送信機能調整方
法であって、
　前記移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メッセ
ージが送信されたとき、該個別チャネル確立完了メッセージを再送すると共に該再送した
旨を記憶し、次回の個別チャネル確立完了メッセージを送信するとき、前記送信開始タイ
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【００８６】
　（付記６）記憶されている前記個別チャネル確立完了メッセージを再送した回数に対応
して、前記遅延時間を増加することを特徴とする付記５記載の送信機能調整方法。
【００８７】
　（付記７）移動通信ネットワークに個別チャネル確立要求メッセージを送信し、かつ前
記移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立要求メッセージに応答して通知される
個別チャネル確立用パラメータを用いて個別チャネルを確立すると共に、前記個別チャネ
ル確立用パラメータに含まれる送信電力レベルに基づいて前記移動通信ネットワークに個
別チャネル確立完了メッセージを送信する無線通信端末に用いられる送信機能調整方法で
あって、
　前記移動通信ネットワークから前記個別チャネル確立完了メッセージの再送要求メッセ
ージが送信されたとき、該個別チャネル確立完了メッセージを再送すると共に該再送した
旨を記憶し、次回の個別チャネル確立完了メッセージを送信するとき、前記送信電力レベ
ルに所定の追加電力レベルを付加することを特徴とする送信機能調整方法。
【００８８】
　（付記８）コンピュータを付記１又は２記載の送信開始タイミング調整手段として機能
させるためのコンピュータ読み取り可能な送信機能制御プログラム。
【００８９】
　（付記９）コンピュータを付記４記載の送信電力レベル調整手段として機能させるため
のコンピュータ読み取り可能な送信機能制御プログラム。

【図１】 【図２】
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